
太陽熱温水器、クーリングタワー設置について
太陽熱温水器及びクーリングタワーの設置について、その取扱いは次のとおりとする。

１ 給水条例、施行規程との関係
①条例第５条により改造工事として申込みをすること。
②条例第７条第１項により、管理者が指定する指定給水装置工事事業者が給水装置を施工すること。

２ 設計施工指針
①設置場所の位置については、２階（居住空間）の位置に限り直圧方式とする。ただし特別の事情及び附
近の水圧状況により2階の屋根の上及び2階の屋上であっても、確認書を徴し直圧方式を許可することが
ある （図１－１、１－２）。
②施工する場合の立上管については、新たに設けるか（図２ 、または既設立上り管に太陽熱利用湯水混）
合栓を取付け接続すること。
③管種については現行どおりとし、立上り管の部分にはバルブ、チャッキ弁、水抜栓を取付け防寒装置を
もって施工すること。
④既設管の立上がり管より分岐水栓及び鋼管チーズ等による取出工事は許可しない （図３）。
⑤温水後の温水と給水管の接続についてはクロスコネクションとなるため、逆止弁を設置しても許可しな
い。ただし、特殊器具扱いとして三方弁（手動式）を設置し、減圧逆止弁以降の配管部分に設置したもの
について接続を許可することがある （図4）。

３ 確認書について
給水区域内の動水圧は、均等でないことと水の需要期には配水施設及び給水装置の構造などにより一定
の水圧を保つことが困難であるので、図1―1及び図1－２の場合に限り確認書の提出を求める。
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緩速装置付ボール伸縮止水栓 前橋市型
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